
第

七

号

令

和

元

年

五

月

二

十

八

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
に
基
づ
く
県
統
計
調
査
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

統

計

課)

三
五
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
の
指
定

(

可
茂
農
林
事
務
所)

三
五

○
保
安
林
の
指
定

(

恵
那
農
林
事
務
所)

三
六

○
岐
阜
県
選
奨
生
奨
学
金
、
岐
阜
県
高
等
学
校
奨
学
金
及
び
岐
阜
県
子

育
て
支
援
奨
学
金
の
収
納
事
務
の
委
託

(

教
育
財
務
課)

三
六

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
名
称
の
変
更
等

(
選
挙
管
理
委
員
会)

三
六

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
指
定

(

同

)

三
七

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
の
変
更

(

同

)

三
七

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)
三
七

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

三
八

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

三
八

正

誤

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
中
訂
正

(

職
員
厚
生
課)

三
八

○
目
次
中
訂
正

(

文
化
伝
承
課)

三
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
中
訂
正

(

下
呂
農
林
事
務
所)

三
八

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
十
六
号

岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
に
基
づ
く
県
統
計
調
査
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二

百
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

在
宅
障
が
い
児
者
等
実
態
調
査｣

を｢

岐
阜
県
在
宅
重
度
障
が
い
児
者
等(

医
療
的
ケ
ア
児
を
含

む)

実
態
調
査｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
白
川
町
河
岐
字
前
山
一
一
四
九
、
一
一
五
〇
の
一

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日



一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
可
茂
農
林
事
務
所
及
び
白
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
川
上
字
上
平
一
八
七
五
の
一

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
岐
阜
県
恵
那
農
林
事
務
所
及
び
中
津
川
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

歳
入
の
収
納
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

受
託
者
の
所
在
地
及
び
名
称

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
一
二
号
紀
尾
井
町
ビ
ル

弁
護
士
法
人
一
番
町
綜
合
法
律
事
務
所

二

収
納
事
務
を
委
託
し
た
歳
入

岐
阜
県
選
奨
生
奨
学
金
、
岐
阜
県
高
等
学
校
奨
学
金
及
び
岐
阜
県
子
育
て
支
援
奨
学
金
の
借
受
人

に
係
る
滞
納
金

三

委
託
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
名
称
の
変
更
等
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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医
療
法
人
澄
心
会
岐
阜
ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

名
称

羽
島
市

市
町
村
名

瑞
浪
市

市
町
村
名

羽
島
市
民
会
館

施
設

の
名

称

瑞
浪
市
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
大
ホ
ー

ル
瑞
雲 変
更

後
の

名
称岐
阜
市
薮
田
南
四
丁
目
14番
４

所
在

地

羽
島
市
福
寿
町
浅
平
３
丁
目
25番
地

所
在

地

瑞
浪
市
窯
業
技
術
研
究
所
大
ホ
ー
ル

瑞
雲 変

更
前

の
名

称

庄
川
上
流
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
岐
阜
・

西
濃
医
療
セ
ン
タ
ー
西
美
濃
厚
生
病
院

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
岐
阜
・

西
濃
医
療
セ
ン
タ
ー
岐
北
厚
生
病
院

医
療
法
人
健
康
長
寿
会
奥
飛
騨
温
泉
老
人

保
健
施
設
穂
高
の
庭

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
飛
騨

医
療
セ
ン
タ
ー
久
美
愛
厚
生
病
院

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
飛
騨

医
療
セ
ン
タ
ー
高
山
厚
生
病
院

変
更

後

白

川

村

役

場

縦

覧

場

所

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
西
美
濃

厚
生
病
院

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
岐
北
厚

生
病
院

医
療
法
人
社
団
藤
聖
会
奥
飛
騨
温
泉
老
人
保

健
施
設
穂
高
の
庭

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
久
美
愛

厚
生
病
院

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
高
山
厚

生
病
院 変

更
前

令
和
元
・

五
・
二
八

同

・

六
・
二
五

縦

覧

期

間

１
名
称
を
変
更
し
た
施
設

２
指
定
を
取
り
消
し
た
施
設

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
す
る
施
設
の
名
称
等

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

名
称
の
変
更

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和元年５月28日 岐 阜 県 公 報 第 ７ 号37



○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
池
田
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

池
田
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
修
正)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
五
日
か
ら

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

揖
斐
郡
池
田
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
八
百
津
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

八
百
津
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

デ
ジ
タ
ル
撮
影
、
写
真
地
図
作
成
、
修
正
数
値
図
化)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
十
二
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

加
茂
郡
八
百
津
町

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
号
外
四�
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害

補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

岐
阜
県
規
則
第
七
十
三
号)

一
頁
下
段

前
か
ら
十
三
行
目
中｢

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日｣

は
、｢

平
成
三
十
一

年
四
月
一
日｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

校
正
誤
り)

令
和
元
年
五
月
十
日
号
外
一�
目
次
一
頁
上
段
前
か
ら
三
行
目
中｢

岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

の
指
定
の
解
除｣

は
、｢

岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
の
解
除｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
三
十
一
年
四
月
十
二
日
第
三
千
三
十
九
号

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
二
二
四
頁
下

段
前
か
ら
十
一
行
目
中｢

第
十
八
条
第
十
六
項｣

は｢

第
十
八
条
第
十
七
項｣

の
、
同
段
前
か
ら
十
二

行
目
中｢

同
条
第
十
七
項｣

は｢

同
条
第
十
八
項｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(
原
稿
誤
り)

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
六
日
第
三
千
四
十
三
号

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
二
五
七
頁

上
段
前
か
ら
七
行
目
中｢

第
十
八
条
第
十
六
項｣

は｢

第
十
八
条
第
十
七
項｣

の
、
同
段
前
か
ら
八
行

目
中｢

同
条
第
十
七
項｣

は｢

同
条
第
十
八
項｣

の
誤
り
。
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